








伐倒駆除業務委託 仕様書 

 

１ 業務名　　令和 8年度 保全松林緊急保護整備事業 

伐倒駆除業務委託 川東地区 

２ 業務場所　千曲市　大字　森　他（千曲川右岸） 

　　　　　　 林班 1～9・15～17・20～22・28・30～47・49～50・52～53・56・69～72・77～78・1001

～1005・1007～1016・2001～2015・2017～2019 内の高度公益機能森林・被害拡大防止森林・

地区保全森林・地区被害拡大防止森林の区域 

３ 業務期間　契約締結の日から令和 9年 2月 18 日 

４ 業務量　　伐倒くん蒸　300 ㎥（予定最大数量：1 ㎥当たりの単価契約とする。） 

伐倒破砕　　　0 ㎥ 

　　　　　　 入札書記載金額は、単価契約とするため 1 ㎥当たりの単価を見積りのうえ入札書に記載し

てください。 

　　　　　　 ※市の都合により、予定数量が大幅に増減する場合（50％程度まで）においても、契約単

価の変更は行いません。 

５ 業務内容 

指定区域内の松くい虫被害木の伐倒、薬品によるくん蒸、シートによる被覆、破砕及び材積量調査。 

実施区域は別紙のとおりとし、原則、工期延長は行いませんが、指定した数量に達しない場合は区

域の変更や、数量の減量を行う場合があります。 

 

６ 実施箇所及び被害木の選定等 

被害木は、発注者の松くい虫被害木調査等により枯死することが確実と認められるもの、枯死して

から１年以内と認められるものを選定するものとします。被害木にキノコが生えている等明らかに枯

死してから１年以上経過したものは不可とします。また、葉色が赤色となっているマツに隣接して葉

色に変化が見られるマツにあっては、必ず樹皮を穴あけポンチ等で剥皮して、ヤニの吹き出しにより、

被害木であるか否かを確認し、ヤニが流出していない場合は、被害木として処理してください。（写真

による記録） 

また、実施箇所は位置図の防除目安線周辺（接する小班付近）とします。事業実施の順序、方法、

時期については、発注担当者の指示を受けるものとし、施工計画書を作成の上、必ず着手前に施工協

議をお願いします。相応の理由があり実施箇所以外で業務を実施する場合は、施工協議書等により、

必ず事前に発注担当者と協議を行ってください。 

また、R7 被害木調査により明らかになった「守るべき松林」に近接していると思われる被害木を指

定して駆除対象としています。指定駆除の対象木については必ず伐倒駆除を行うようにしてください。

指定駆除の箇所にかかる伐倒駆除については、ウィンチの使用等別途経費が必要な状況であった場合

や、ナラ枯れ等の病害虫の被害木であった場合は施工協議書等により発注担当者に報告してください。 

 

実施に当たっては、事前に施工計画書、使用材料承認、管轄農政事務所に提出した農薬使用計画書

の写しを協議書として提出してください。 

 

７ 防除の方法 
























